
議 第 ５ ５ 号  

 

   市 民 活 動 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 市 民 活 動 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ６ 月 ６ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

               記  

   新 潟 県 柏 崎 市 市 民 活 動 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 市 民 活 動 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２

７ 年 条 例 第 ４ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 同 表 第 ２ 欄 の 利 用 区 分 に 応 じ て 」 を 削 る 。  

 別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 （ 第 ８ 条 、 第 １ １ 条 関 係 ）  

施 設  １時間当たりの利用料金の範囲（円）  備 考  

交流・活動ルーム１  ５８０から８６０まで  ８５㎡  

交流・活動ルーム２  １８０から２８０まで  ２７㎡  

交流・活動ルーム３  ２，１３０から３，１９０まで  ３１３㎡  

附属設備  規則で定める額   

 備 考  

１  １ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る 入 場 料 （ 名 称 の い か ん を 問 わ ず 、 入 場

の 対 価 と し て 徴 収 す る も の を い い 、 そ の 金 額 に 区 分 が あ る 場 合

は 、そ の 最 高 額 を い う 。）を 徴 収 す る 場 合 の 利 用 料 金 は 、定 額 の

５ 割 増 と す る 。  

２  商 品 の 販 売 及 び 業 務 上 の 利 用 又 は 広 告 、 宣 伝 、 展 示 そ の 他 こ
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れ に 類 す る も の で あ っ て 将 来 に 利 便 を 得 よ う と し て 利 用 す る

と 認 め た 場 合 の 利 用 料 金 は 、 定 額 の １ ０ 割 増 と す る 。  

３  利 用 時 間 が １ 時 間 に 満 た な い 場 合 は 当 該 利 用 時 間 を １ 時 間 と

し 、 利 用 時 間 に １ 時 間 に 満 た な い 端 数 が あ る 場 合 は 当 該 端 数 を

１ 時 間 に 切 り 上 げ る 。  

４  算 定 し た 利 用 料 金 の 額 に １ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 捨 て る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 別 表 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後

に 納 付 す べ き 利 用 料 金 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 納 付 す べ き 利 用 料

金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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参
考
資
料
 

新
潟
県
柏
崎
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
９
月
２
５
日
条
例
第
４
８
号
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
利
用
の
許
可
）
 

（
利
用
の
許
可
）
 

第
８
条
 
別
表
第
１
欄
の
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用

す
る
者
を
限
定
し
、
又
は
他
の
利
用
を
制
限
し
た
利
用
を
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
管

理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

 

第
８
条
 
別
表
第
１
欄
の
施
設
を
同
表
第
２
欄
の
利
用
区
分
に
応
じ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
者
を
限
定
し
、
又
は
他
の
利
用
を
制
限
し
た
利
用
を

す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

別
表
（
第
８
条
、
第
11
条
関
係
）
 

別
表
（
第
８
条
、
第
11
条
関
係
）
 

 
施
設
 

１
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金
の
範
囲
（
円
）
 

備
考
 

 
 

施
設
 

利
用
区
分
 

利
用
料
金
の

範
囲
（
円
）
 

備
考
 

 

 
交
流
・
活
動
ル
ー
ム
１
 

58
0か

ら
86
0ま

で
 

85
㎡
  

 
交
流
・
活
動

ル
ー
ム
２
 

夜
間
 

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
 

54
0か

ら
 

80
0ま

で
 

27
㎡
  

 
交
流
・
活
動
ル
ー
ム
２
 

18
0か

ら
28
0ま

で
 

27
㎡
  

 
時
間
利
用
 

１
時
間
 

22
0か

ら
 

34
0ま

で
 

 

 
交
流
・
活
動
ル
ー
ム
３
 

2,
13
0か

ら
3,
19
0ま

で
 

31
3㎡

  
 
交
流
・
活
動

ル
ー
ム
３
 

午
前
 

午
前
９
時
30
分
か
ら
正
午
ま
で
 

5,
31
0か

ら
 

7,
97
0ま

で
 

31
3㎡

  

 
附
属
設
備
 

規
則
で
定
め
る
額
 

 
 
 

午
後
 

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
 

8,
50
0か

ら
 

12
,7
40
ま
で
 

 

備
考
 

 
 
１
 
1,
00
0円

を
超
え
る
入
場
料
（
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
入
場
の
対
価
と
し
て
徴
収
す

る
も
の
を
い
い
、
そ
の
金
額
に
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
最
高
額
を
い
う
。
）
を
徴
収
す

る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
定
額
の
５
割
増
と
す
る
。
 

２
 
商
品
の
販
売
及
び
業
務
上
の
利
用
又
は
広
告
、
宣
伝
、
展
示
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

で
あ
っ
て
将
来
に
利
便
を
得
よ
う
と
し
て
利
用
す
る
と
認
め
た
場
合
の
利
用
料
金
は
、
定
額

の
10
割
増
と
す
る
。
 

３
 
利
用
時
間
が
１
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
当
該
利
用
時
間
を
１
時
間
と
し
、
利
用
時
間
に
  

夜
間
 

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
 

6,
38
0か

ら
 

9,
56
0ま

で
 

 

 
午
前
・
午
後
 
午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
 

ま
で
 

15
,9
40
か
ら
 

23
,9
00
ま
で
 

 

午
後
・
夜
間
 
午
後
１
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
 

17
,0
00
か
ら
 

25
,5
00
ま
で
 

 
 

全
日
 

午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
９
時
 

ま
で
 

24
,4
30
か
ら
 

36
,6
50
ま
で
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改
正
後
 

改
正
前
 

１
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
は
当
該
端
数
を
１
時
間
に
切
り
上
げ
る
。
 

４
 
算
定
し
た
利
用
料
金
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
る
。
 

 

 
 

時
間
利
用
 

１
時
間
 

2,
66
0か

ら
 

3,
98
0ま

で
 

 
 

 
附
属
設
備
 

規
則
で
定
め
る
額
 

 

 
備
考
 

 
１
 
1,
00
0円

を
超
え
る
入
場
料
（
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
入
場
の
対
価
と
し
て
徴
収
す

る
も
の
を
い
い
、
そ
の
金
額
に
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
最
高
額
を
い
う
。
）
を
徴
収

す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
定
額
の
５
割
増
と
す
る
。
 

 
２
 
商
品
の
販
売
及
び
業
務
上
の
利
用
又
は
広
告
、
宣
伝
、
展
示
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も

の
で
あ
っ
て
将
来
に
利
便
を
得
よ
う
と
し
て
利
用
す
る
と
認
め
た
場
合
の
利
用
料
金
は
、

定
額
の
10
割
増
と
す
る
。
 

 
３
 
実
際
の
利
用
時
間
が
本
表
に
定
め
る
利
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
間

割
計
算
は
、
行
わ
な
い
。
 

 
４
 
利
用
区
分
（
時
間
利
用
を
除
く
。
）
に
よ
る
利
用
時
間
を
超
過
し
て
利
用
し
た
場
合
は
、

１
時
間
に
つ
き
、
時
間
利
用
の
額
を
徴
収
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
１
時
間
に
満
た

な
い
時
間
は
、
１
時
間
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
 

 
５
 
算
定
し
た
利
用
料
金
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
る
。
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